
入札参加資格審査申請書（物品及び役務の提供等）の提出要領（随時受付） 

 

 

令和５・６・７年度において、鹿角市が発注する物品の製造の請負、買入れ、修繕、改造、及び賃貸

借並びに役務の提供に関する競争入札に参加を希望する方は、次により申請書及び添付書類を提出して

ください。 

 

１ 受付期間について 

令和５年４月１０日（月） ～ 令和８年１月３０日（金）   

※持参の場合は、土日・祝日・年末年始を除く、午前８時３０分から午後５時１５分まで 

※郵送（宅配便等も可）の場合は、受付最終日必着とする 

 

２ 提出先について 

鹿角市役所 総務部契約検査室 宛 

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田４番地１  

 

３ 申請書受付時の受領票について 

 申請書提出時、受領票の発行はしません。受領票が必要な場合は下記のとおり対応してください。

なお、受領票の発行では入札参加資格を得たことにはなりません。 

（持参の場合）  受領票（又は申請書の写し等）を作成し、申請書持参時に提出してください。 

（郵送等の場合） 受領票（又は申請書の写し等）を作成し、返信用長形３号封筒（Ａ４三折り）に

110 円切手貼付のうえ提出してください。受領票は送付先及び受領票を印刷した郵

便ハガキの提出でも構いません。この場合、封筒は不要です。 

 

４ 資格要件について 

  次のいずれかに該当する場合は入札参加資格を得ることができません。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４に該当すると認められる場合 

（２）税を滞納している場合 

（３）営業に関して、法令等の定めにより必要とされている資格（登録、許可、免許及び認可その他

法令上満たすべきすべての要件）を有していない場合 

（４）経営状況が著しく不健全であると認められる場合 

（５）申請者、申請者の役員又は申請者の経営に事実上参加している者が、集団的に又は常習的に暴

力行為を行うおそれがある組織の関係者であると認められる場合 

 

５ 入札参加資格審査の結果と資格の有効期間について 

入札参加資格者名簿登録日 ～ 令和８年３月３１日まで 

※入札参加資格者名簿登録日は、申請月の翌々月からとなります。 

 

  資格審査の結果については、返信用封筒を同封された場合、書面で通知します。また、入札参加資

格者名簿を市ホームページ及び契約検査室で公表します。公表の対象となる主な項目は、商号又は名

称、住所・代表者職氏名及び委任先住所・委任先代表者職氏名となります。 



６ 提出書類 

  ※申請書等の様式が過年度のものと若干異なります。必ず今回の様式で申請してください。 

  なお、書類についてはクリップ留めにする・クリアファイルに挟むなどして提出してください。 

  （ファイル綴じ不要） 

 

 （１）提出書類一覧及び確認表（担当者を記載して添付してください） 

 （２）入札参加資格審査申請書（物品及び役務の提供等）（様式１） 

 （３）営業種目調書（様式２） 

 （４）許可又は登録証明書等《写し。営業に関し、法令等の許可又は登録を必要とする場合のみ》 

 （５）契約実績調書（様式３）《該当事項がある場合・任意様式可》 

 （６）納税状況等確認同意書（様式４） 

《鹿角市内に本店・本社がある場合又は、鹿角市内の支店・営業所等を登録する場合》 

 （７）暴力団排除に関する誓約書（様式５） 

 （８）市内支店・営業所等現況届（様式６）《鹿角市内の支店・営業所等を登録する場合》 

（９）委任状（様式７）《必要な場合のみ》 

   ・入札は委任先で契約は本社等の場合は、下部の該当しない事項には取り消し線を引くこと。 

   ・委任先の支店・営業所等は、１つとなります。 

 （10）納税証明書等《原本又は写し。申請日の３ヶ月以内のもの》 

    ※但し書き（未納税額）の記載のないものに限る。 

    ※法人設立後１年未満で納税証明書の発行を受けることができない場合は、代表者個人の納税証明書

を提出すること。 

    鹿角市内の本社及び支店、営業所を登録する場合 

    鹿角市税  ：滞納税額のない証明 

    秋田県税  ：秋田県税に係る徴収金について未納がない証明書 

    国  税  ：【法人】納税証明書（その３の３） 

          ：【個人】納税証明書（その３の２） 

    鹿角市外の本社及び支店、営業所を登録する場合 

    国  税  ：【法人】納税証明書（その３の３） 

：【個人】納税証明書（その３の２） 

国税の納税証明書の交付請求をする際には、事前に最寄りの税務署に必要書類（納税証明書

交付請求書、委任状（代理人が請求する場合）等）を確認するようにしてください。 

※詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。 

（https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm） 

なお代理人が請求する場合は委任状が必要です。 

※e-Taxホームページからオンラインで納税証明書の交付請求ができます。 

 （https://www.e-tax.nta.go.jp） 

（11）申請者が作成した受領票及び切手を貼付、送付先を明記した封筒又は受領票を印刷したハガキ 

   《受領票が必要な場合のみ 「３ 申請書受付時の受領票について」を参照》 

（12）「入札参加資格決定通知書」用、長形３号封筒《A4三折り。送付先を明記し、110円切手貼付》 

   ・提出がない場合は、入札参加資格決定通知書を発行しません。 

 

  

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm
https://www.e-tax.nta.go.jp/


（13）その他添付書類は下記一覧になります（全て写し可） 

法 人 事 業 者 個 人 事 業 者 

①登記事項証明書 

・履歴事項又は現在事項全部証明書 

（発行日から３ヶ月以内のもの） 

事業協同組合等は定款の写しも提出 

 

②申請日からの直前決算１年度分貸借対照表、

損益計算書（申請日からの直前決算１年度分

の決算書でも可） 

＊半期決算の場合は２期分 

①身分証明書 

 ・本籍地の市区町村が発行するもの 

（発行日から３ヶ月以内のもの） 

  

②営業証明書 

 ・所在地の市区町村が発行するもの 

（発行日から３ヶ月以内のもの） 

 ＊(10)許可又は登録証明書（土地家屋調査士

及び不動産鑑定士等）の写しを提出又は、次

の③において青色又は白色申告書を提出した

場合は不要 

 

③申請日からの直前決算１年度分の貸借対照表

及び損益計算書（申請日からの直前決算１年

度分の青色又は白色申告書でも可） 

 

７ 市内支店・営業所等の登録について 

次の欠格要件のいずれかに該当する鹿角市内の支店・営業所等は登録できませんので市内支店等の

申請があった場合は本社での登録となります。また、虚偽の内容を故意に記入した場合は、入札参加

資格の不認定及び入札参加資格の取消等を行います。 

申請日から登録期間が満了するまでの間で必要に応じ実態調査を行います。 

【欠格要件】 

（１）契約等の決定権を有する者がいない支店・営業所等であるとき。 

（２）法人にあっては、鹿角市の法人市民税が発生していない又は完納していないとき。個人にあっ

ては、鹿角市の住民税が発生していない又は完納していないとき。 

（３）事業に必要な事務用什器及び事務用機器が整備されていないとき。 

（４）支店・営業所等の所在を明らかにする看板又は表札が表示されていないとき。 

（５）支店・営業所等が単なる社員等の自宅や住居であるとき。 

   （支店・営業所等が自宅又は住居の場合は、支店・営業所等と住居が区別されていること。） 

（６）常時営業活動を行い得る常駐の社員を含む人員配置がされていないとき。 

（７）配置人員が常に不在で転送電話であること。又は単なる取り次ぎ事務のための連絡員のみを配

置しているとき。 

（８）支店・営業所等の機能が、単なる事務連絡所、作業所等であるとき。 

（９）配置人員が、他の市町村の支店・営業所等と兼務のため、当該支店・営業所等において不在の

状況が頻繁となっているとき。 

（社員が他の支店・営業所等と兼務の場合は、鹿角市内の支店営業所等が本務地であること。） 

   ※常駐とは、原則会社の休日以外は鹿角市内の支店・営業所等に勤務していること。 

   ※社員とは、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係のある社員であり、臨時社員（パートタイマー

や日雇いの作業員等を含む。）、在籍出向者、派遣社員、契約社員、協力会社の社員等は含みま

せん。 



８ 記入要領 

  別紙申請書記入要領等を参考に記入してください。 

 

９ その他留意事項 

（１）次回の定期受付は、令和７年１２月頃（予定）です。（事前の通知は差し上げません。） 

（２）営業譲渡や合併が予想される場合は、できるだけ速やかに、事前に連絡してください。 

（合併等の内容によっては登録事項［特に営業種目］の有効性が消滅する場合がありますの

で、十分注意願います。） 

（３）この登録は、競争入札等に参加することができる資格登録です。登録業者が一般競争入札や指

名競争入札に必ず参加できるとは限りませんのでご了承ください。 

（４）書類の提出についてはクリアファイル等に挟んで提出してください。（ファイル綴り不要） 

 

10 入札参加資格審査申請後、申請書記載事項に変更が生じた場合 

申請後に変更が生じた場合は、事実を証明する書類を添付し直ちに変更届（様式９）を提出してく

ださい。ただし、営業種目の変更を行いたい場合は、入札参加資格審査（物品及び役務の提供等）営

業種目の変更申請書（様式１１）を提出してください。（参加資格登録は資格審査後となります。） 

また、長期に休業することになったとき、もしくは廃業することとなったときは、事業休止（廃止）

届（様式１０）を提出してください。（委任先を含む） 

（変更に伴う届出様式は、市ホームページからダウンロードできます。）        

 

変更内容 変 更 届 の 添 付 書 類 

商号（名称） 登記事項証明書（個人の場合は営業証明書及び身分証明書）、委任状、使用印鑑届 

代表者・住所 登記事項証明書（個人の場合は営業証明書及び身分証明書）及び委任状 

受  任  者 委任状、使用印鑑届（変更となる場合のみ） 

営業種目の変更 許可又は登録証明書等（営業に関し、法令等の許可又は登録を必要とする場合のみ） 

事 業 内 容 登記事項証明書（個人の場合は営業証明書及び身分証明書） 

委任先の 

新規追加 

○鹿角市内の支店・営業所等を追加する場合 

委任状（当該支店・営業所等分）、秋田県税について未納がない旨の証明書、鹿角

市税について滞納がない証明（納税証明書関係については、当該支店・営業所等

が課税されている場合）、市内支店・営業所等現況届、使用印鑑届 

○鹿角市外の支店・営業所等を追加する場合 

委任状（当該支店・営業所等分）、使用印鑑届 

委任先の変更 

○鹿角市外から鹿角市内の支店・営業所等へ変更する場合 

委任状（当該支店・営業所等分）、秋田県税について未納がない旨の証明書、鹿角

市税について滞納がない証明（納税証明書関係については、当該支店・営業所等

が課税されている場合）、市内支店・営業所等現況届、使用印鑑届 

○鹿角市外から別の鹿角市外の支店・営業所等へ変更する場合 

委任状（当該支店・営業所等分）、使用印鑑届 

※登記事項証明書は、履歴事項又は現在事項全部証明書 

 


